
佐倉市一般（指名）競争入札参加業者資格審査要領  

（趣旨） 

第１条 この要領は、建設工事、測量及び設計等の委託並びに物件の

買入れその他の契約に係る入札参加希望者の資格審査について、合

理的・客観的な基準を設けるとともに、優良な業者を登録すること

により、競争性、質の高い目的物、透明性及び公平性の確保に資す

るため、必要な事項を定める。  

（競争入札参加資格者名簿）  

第２条 入札参加資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）は、原則

として２年に一度、次条に定める登録部門ごとに作成する。  

２ 資格者名簿は、原則として毎月１日に更新するものとする。  

３ 資格者名簿の有効期限は、次の資格者名簿が作成されたときまで

とする。 

４ 資格者名簿は、「佐倉市一般（指名）競争入札参加資格者名簿」と

称する。 

５ 契約担当課長は、市が構成員となる特別地方公共団体の要請によ

り、資格者名簿を当該特別地方公共団体に配付することができる。  

（登録部門） 

第３条 資格者名簿の登録部門と登載される入札参加希望者は、次の

各号のとおりとする。  

（１）建設工事部門  建設工事及び建設工事に係る製造の請負の入札

参加希望者 

（２）測量・コンサルタント部門  建設工事に係る業務委託（測量、

土質地質調査、建設コンサルタント及び補償コンサルタント等）

及びコンサルティング業務に係る入札参加希望者 

（３）物品部門  物品等の販売・修繕、印刷製本、リース及びレンタ

ル等の賃貸借業務に係る入札参加希望者 

（４）委託部門  情報処理、清掃、警備等の役務の提供に係る入札参

加希望者 

２ 登録部門の細分類は、第５条第１項に規定する公告でこれを定め

る。 

（登録地区） 

第４条 入札参加希望者の登録地区は、市内、準市内、県内及び県外

の４地区とする。 

２ 登録地区が市内に該当する者は、次の各号の要件を全て満たす者

とする。 

（１）法人にあっては、本店所在地が市内にある者  

（２）個人にあっては、主に営業等を行う店舗等の所在地が市内に有



り、かつ、その事業主が佐倉市民である者  

（３）市に納付すべき市税を滞納していない者  

（４）県に納付すべき県税を完納している者  

（５）国に納付すべき国税を滞納していない者  

（６）前各号に掲げるもののほか、別に定める市内業者として登録を

する者の資格要件認定基準を満たす者  

３ 登録地区が準市内に該当する者は、次の各号の要件を全て満たす

者とする。 

（１）市に法人設立届のある支店又は営業所等（建設工事部門にあっ

ては、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項の許

可を有する支店又は営業所等に限る。以下同じ。）を市内に有する

者 

（２）前項第３号から第５号に該当する者  

（３）登録期間中において、第１号に定める支店又は営業所等へ、次

に掲げる事項の全てを委任する者  

  ア 見積又は入札に関すること。  

  イ 契約の締結及び契約の履行に関すること。  

  ウ 契約代金を請求すること  

  エ 契約代金を受領すること。  

  オ 復代理人を選任すること。  

（４）前各号に掲げるもののほか、別に定める準市内業者として登録

をする者の資格要件認定基準を満たす者  

４ 登録地区が県内に該当する者は、次の各号の要件を全て満たす者

とする。 

（１）法人にあっては、本店所在地が県内にある者  

（２）個人にあっては、主に営業等を行う店舗等の所在地が県内に有

り、かつ、その事業主が千葉県民である者  

（３）前２項の者以外で、支店又は営業所等の所在地が県内にある者

で、これらの支店又は営業所等に前項第３号の要件全てを満たす

者 

（４）第２項第４号及び第５号に該当する者  

 （入札参加資格審査申請）  

第５条 市長は、期間又は期日を定め、公告及び市ホームページへの

掲示により佐倉市財務規則第１２６条に定める入札参加希望者を募

集するものとする。  

２ 市長は、入札参加希望者に対し、入札参加資格審査申請書（以下

「審査申請書」という。）に法令等の許可の写し、登録地区に関する

書類その他の必要書類を添付して提出させるものとする。  



３ 審査申請書及びその添付書類の提出方法その他入札参加資格審査

申請に必要な事項は、第１項に規定する公告でこれを定める。  

 （資格審査） 

第６条 資格審査は、次の各号により行うものとする。  

（１）建設工事部門 適格審査及び実施能力審査  

（２）測量・コンサルタント部門  適格審査 

（３）物品部門及び委託部門 適格審査。ただし、併せて実施能力審査

を行うことができる。  

（適格審査） 

第７条 適格審査は、入札参加希望者の提出した審査申請書及びその

添付書類を基礎として行う。 

２ 入札参加希望者が、次の各号のいずれかに該当すると認められる

ときは、不適格とする。 

（１）法令等に基づく資格を有しないとき。  

（２）契約履行に関し著しく不誠実であると認められるとき。  

（３）金銭的信用を著しく欠くと認められるとき。  

（４）審査申請書の基本的事項に関し、虚偽の事項を記載したとき。  

（５）建設工事部門にあっては、建設業法第２７条の２３第１項に定

める経営事項審査及び同法第２７条の２９第１項に定める総合評

定値の通知を受けていないとき。  

   また、健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条、厚生

年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条、及び雇用保

険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出を行

っていないとき。（いずれの届出についても、届出義務がない場合

を除く。） 

（６）測量業にあっては、測量法（昭和２４年法律第１８８号）第５

５条第１項の規定による登録を受けていないとき。  

（７）建築設計業にあっては、建築士法（昭和２５年法律第２０２号）

第２３条第１項の規定による登録を受けていないとき。  

（８）不動産鑑定業にあっては、不動産の鑑定評価に関する法律（昭

和３８年法律第１５２号）第２２条第１項の規定による登録を受

けていないとき。 

（９）経営状況が著しく不健全であると認められるとき。  

（１０）申請時において、その納めるべき税について、賦課又は徴収

者と協議することなく滞納していると認められるとき。  

（１１）第５条第１項に規定する公告で定める条件を満たしていない

とき。 

３ 入札参加希望者が、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。



以下「施行令」という。）第１６７条の４第２項の規定に該当すると

認められるときは、不適格とすることができる。  

（実施能力審査） 

第８条 実施能力審査は、客観的事項審査及び主観的事項審査により

行うことができるものとする。  

２ 建設工事部門の客観的事項審査は、建設業法第２７条の２９第１

項の規定により通知を受けた総合評定値に基づき算出する点数（以

下「客観点数」という。）とする。  

３ 建設工事部門において主観的事項審査を行う場合の審査事項は、

次の各号のとおりとする。  

（１）市における事業の受注実績  

（２）市における事業の成績  

（３）社会性 

４ 前項の主観的事項審査に係る点数を算出する点数表は、第５条第

１項で規定する公告で定める。 

５ 建設工事部門においては、客観点数に主観的事項審査の点数を加

算した点数により、別に定める基準に基づき、等級による格付を行

う。 

６ 物品部門又は委託部門において実施能力審査を行うときは、客観

的事項審査及び主観的審査事項審査の算定基準及び格付基準は、別

に定める。 

（官公需適格組合の審査に係る特例）  

第９条 建設工事に係る事業協同組合等のうち官公需適格組合におい

ては、前条第２項の客観点数に、各々割増しをできるものとする。

この場合において、割増しの率については、国、県等の規定を準用

する。 

（資格者名簿への登載及び結果の通知） 

第１０条 市長は、資格審査の結果、適格と認められた者について、

資格者名簿に登載するものとする。  

２ 前項の場合において、資格審査の結果の通知は、資格者名簿の公

表をもって代える。  

３ 市長は、資格審査の結果、不適格とされた者については、文書に

より資格審査の結果を通知する。 

（随時申請） 

第１１条 市長は、第５条第１項の公告で定めた期間又は期日後にお

いて、新たな入札参加希望者の申し込みを受け付けることができる。

この場合において、市長は、別途、公告及び佐倉市ホームページへ

の掲示により、入札参加希望者を募集するものとする。  



２ 前項の場合においては、第５条第２項から前条までの規定を準用

する。 

（入札参加資格の変更）  

第１２条 資格者名簿に登載された者（以下「名簿登載者」という。）

は、入札参加資格に係る営業を廃止し、若しくは休止し又は登録の

内容に変更が生じた場合は、直ちに入札参加資格審査申請書記載事

項変更届にその事実を証する書類を添付して提出しなければならな

い。 

（入札参加資格の承継）  

第１３条 入札参加資格の承継は、次の各号に定める当該承継を希望

する登録部門に係る営業の一切が移転したと認められる場合に限る。 

（１）名簿登載者が営業譲渡により、その営業を一体として譲渡し、

当該営業を譲受した者が当該営業に係る入札参加資格の地位を承

継しようとする場合  

（２）名簿登載者である法人が吸収合併により消滅し、合併後存続す

る法人が当該消滅した法人の入札参加資格の地位を承継しようと

する場合 

（３）名簿登載者である個人が死亡し、相続により、その者が営業の

ために使用していた財産の全てを相続した相続人が入札参加資格

の地位を承継しようとする場合  

（４）名簿登載者である個人がその営業を廃止し、その者が営業のた

めに使用していた財産の全てを提供して設立した法人が入札参加

資格の地位を承継しようとする場合 

（５）前各号に類する場合で、営業の一切が移転したと認められる場

合 

２ 有限会社等から株式会社等への組織変更は、登記事項証明書によ

り確認される限りにおいては、入札参加資格の変更として処理する

ことができる。 

３ 次の各号に定める場合は、その営業の一切が移転したと認められ

ず、入札参加資格の承継を認めないものとする。  

（１）複数の工事業等を併業する名簿登載者から、一部の工事業等を

譲受された場合で、譲受された工事業等の入札参加資格の地位を

承継しようとする場合  

（２）「暖簾分け」的に入札参加資格の地位を承継しようとする場合  

（３）前２号に類する場合  

（承継の手続き） 

第１４条 入札参加資格の承継を申請しようとする者は、入札参加資

格承継審査申請書に営業譲渡（合併）契約書、株主総会会議録及び



移転財産目録又は遺産分割協議書等の承継を確認できる書類を添付

して、提出しなければならない。  

（承継に係る資格者名簿上の取扱い） 

第１５条 市長は、入札参加資格の承継を受理したときは、資格者名

簿から当該名簿登載者を抹消し、新たに入札参加資格を承継する者

を登載するものとする。 

（実態調査） 

第１６条 市長は、資格者名簿に登載した者を対象として、別に定め

る要領により、事業所の実態等についての確認調査を行うことがで

きる。 

（入札参加資格の抹消）  

第１７条 市長は、名簿登載者が、名簿搭載後に新たに第７条第２項

各号のいずれか、又は施行令第１６７条の４に該当したときは、資

格者名簿から抹消することができる。 

２ 市長は、名簿登載者が申請した内容等に変更の届出をする必要が

あり、度重なる要請にもかかわらず、変更の届出をしないときは、

その者を資格者名簿から抹消することができる。 

３ 入札参加資格の抹消を行う場合は、佐倉市入札参加資格審査委員

会に諮らなければならない。 

４ 入札参加資格を抹消したときは、当該名簿登載者に理由を付して

通知するものとする。  

（入札参加資格の一時停止）  

第１８条 名簿登載者が次の各号のいずれかの場合に該当するときは、

それぞれに掲げる期間、入札参加資格を一時停止できる。 

（１）不渡手形又は不渡小切手を出した場合  当該不渡手形又は不渡

小切手を出した日から６か月が経過する日まで  

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てが行われた場合  同法に基づく裁判所の更生手続開始

の決定が行われる日まで  

（３）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開

始の申立てが行われた場合  同法に基づく裁判所の再生手続開始

の決定が行われる日まで  

２ 入札参加資格の一時停止を行ったときは、当該名簿登載者に理由

を付して通知するものとする。  

３ 入札参加資格の一時停止を受けた者は、第１項第１号に規定する

期間が経過し、若しくは同項第２号又は第３号の決定が行われたと

きは、当該期間の経過又は決定を証する書面を付して市長に一時停

止の解除を申し出ることができる。  



４ 市長は、前項の申出を受け、第１項に定める期間が経過したこと

を確認したときは、当該一時停止措置を解除しなければならない。  

（指名停止及び指名除外）  

第１９条 市長は、別に定める基準により、指名停止又は指名保留若

しくは指名除外をすることができる。 

２ 前項の規定により指名停止等の措置を行った場合は、当該名簿登

載者に理由を付して通知するものする。  

（事業担当課への通知等）  

第２０条 契約担当課長は、第１７条から前条までの措置を行ったと

きは、事業担当課長に通知するものとする。  

２ 事業担当課長は、前項の通知を受けたときは、原則として、当該

措置の期間中、当該名簿登載者を入札に参加させ、又は随意契約の

見積徴取の相手方として選定してはならない。  

（情報の公表） 

第２1 条 資格者名簿は、「ちば電子調達システム」内の「入札情報サ

ービス」において公表する。 

（補則） 

第２２条 この要領に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、その

都度関係部局と協議し定めるものとする。  

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成１３年６月１日から施行する。  

（旧基準の廃止） 

２ 本要領の制定に伴い、佐倉市一般（指名）競争入札参加業者資格

審査基準（平成９年６月１日制定。以下「旧基準」という。）は、廃

止する。 

（経過措置） 

３ 旧基準により参加を受け、旧基準の廃止年度に名簿登載者の追加

をする場合は、既に資格者を登載した際の参加資格要件を変更及び

追加することはしないものとする。  

附 則 

この要領は、平成１４年１１月１日から施行する。ただし、旧要領

による名簿登載者は、旧要領によるものとする。  

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成１６年１１月１７日から施行する。ただし、旧

要領による名簿登載者は、旧要領によるものとする。  

（経過措置） 



２ 本要領第５条第２項第５号の規定は、平成１７・１８年度申請受

付に限り、直前に通知を受けた経営事項審査の申請日が平成１６年

３月１日より前の場合には、改正前の経営事項審査結果通知でも可

とする。 

３ 本要領第８条第３項の規定は、当分の間実施しないものとする。  

附 則 

この要領は、平成１８年１１月１日から施行する。ただし、旧要領

による名簿登載者は、旧要領によるものとする。  

附 則 

この要領は、平成２３年１０月１日から施行する。ただし、旧要領

による名簿登載者は、旧要領によるものとする。  

附 則（令和３年３月３０日決裁 佐契第１２０１号） 

この要領は、令和３年４月１日から施行する。  

附 則（令和４年３月３０日決裁 佐契第９１４号） 

この要領は、令和４年４月１日から施行する。  

附 則（令和６年３月２１日決裁 佐契第１２２０号） 

この要領は、令和６年４月１日から施行する。  

附 則（令和８年３月１日決裁 佐契第１１９４号） 

この要領は、令和８年３月１日から施行する。  

 


